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要　約

　本稿では、2003年 ４ 月に施行された健康保険法改正による医療費の自己負担

増が中高年の意識に対してどのような影響を与えたかを（株）ニッセイ基礎研

究所の「中高年のパネル調査」から検証した。結果として、法改正が中高年男

性の意識に与えた影響はそれほど明確ではなく、統計上有意な結果は得られな

かった。

₁．はじめに

　本稿では、2002年の医療保険制度改革のうち、特に健康保険法の改正によ

る、被用者保険の被保険者本人と被扶養者の自己負担率の上昇によって、中高

年の意識がどのような影響を受けたかを、（株）ニッセイ基礎研究所が1997年

から独自に作成してきたパネル・データ「中高年パネル調査（暮らしと生活設

計に関する調査）」を用いて検証する。中高年の意識としては、特に健康保険

法改正の影響が大きいと考えられる経済生活に焦点をあて、中高年が感じる主
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観的な不安感、満足度、老後の備えに関する認識を階級値として法改正の影響

を分析する。

　これまでも、医療保険制度の改正が人々の意識に与える影響については、多

くの調査が実施されてきたが、日本の場合、当初の研究ではデータの整備不足

から集計データがよく用いられてきた。しかし、集計データには、個別の属性

の影響を捉えることができないという欠点がある。同様に、個別の横断的デー

タを採用しても、観察できない個別の異質性があるので、推定した場合に生じ

る内生性やサンプル・セレクションによるバイアスを排除することはできない。

　本稿で使用するニッセイ基礎研究所「中高年パネル調査」のデータは、全国

から無作為に抽出された中高年男性のパネル・データであるので、個別の異質

性を考慮しながら、一般的な政策効果を計測することが可能となる。また、中

高年層のほうが若年層に比べて通院する頻度が高く、健康保険法改正による自

己負担率の上昇は、若年層以上に彼らの生活に大きな影響を与えると推測され

ることから、この年齢層に焦点を充てて法改正の影響を計測する意味は少なか

らずあると考えられる。

　健康保険法改正によって自己負担率が上昇したグループの変化を改正前後で

単純に比べる場合、その変化が自己負担率の上昇によるものか、それともその

他のサンプル全体の共通要因（景気変動など）によるものなのかを識別するこ

とはできない。よって、健康保険法改正でも自己負担率が変化しないグループ

の変化、すなわちサンプル全体の共通要因による変化をコントロールする必要

がある。それによって、政策効果を純粋に取り出すことができる。この推定方

法はDifference-in-Difference（DID）推定法と呼ばれる。法改正の対象グルー

プはTreatment groupで、対象外のグループはControl groupとなる。

　医療消費に対する健康保険法改正の効果を検証する先行研究は蓄積されてい

る。吉田・伊藤（2000）やYoshida and Takagi （2002）はある特定企業の従業

員に限定したデータを用いて、1997年の健康保険法改正の前後で従業員の受診

行動がどのように変化したかを統計的に検証した。吉田・山村（2003）は健康
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保険組合に所属する高齢者からランダムに抽出したサンプルを使って、高齢者

が老人保健制度に移行した際の受診行動の変化を分析した。

　本稿では、対象としている世代は定年間近の50歳代半ばから70歳まで（サンプ

ルの詳細は後述）である。若年層よりも通院する確率が高い中高年層にとって、

法改正による医療費の自己負担率の上昇は消費行動や不安感に大きな影響を及ば

すはずである。先行研究のほとんどは1997年の健康保険法改正の政策効果を計測

しているが、本研究では直近の2003年 ４月に施行された法改正の効果を検証す

る。佐々木・松浦（2006）は本稿の研究と同じデータを使用した分析から、2003

年の法改正によって中高年の消費行動がどのように変化するかを検証した。

　本稿の構成は以下の通りである。第 ₂節では、2003年 ４ 月に施行された健康

保険法改正の背景や概要について説明する。次に、第 ₃節では本稿で使用する

データについて説明する。第 ４節では、健康保険法改正による影響が大きいと

考えられる経済的な面の不安感や満足感などの意識について、コーホート、年

齢および時代（調査年度）別の特徴をみる。その上で、第 ５節以降において、

これらの意識がどのような要因によって規定されているか、健康保険法改正の

政策効果を説明変数に加えて分析を行う。第 ５節で推定方法と変数について説

明してから、その後の第 ₆節で推定結果を述べる。第 ₇節では結語を述べる。

₂．健康保険法改正の概要

　日本の医療保険制度は、1961年に国民皆保険が、福祉元年といわれる1973年

に老人医療費無料化が実現するなど、戦後の経済成長とともに充実が進められ

てきたが、1990年代には少子高齢化の進展やバブル経済崩壊の中で財政が悪化

し、制度の抜本改革の必要性が指摘されるようになった。表Ⅲ－ ₁は、その後

の医療保険制度改革の流れをまとめたものである。1997年の改革では、当面の

財政危機を回避することを目的として、被用者保険の自己負担率の引き上げ

（ ₁割から ₂割へ）、老人医療受給対象者の一部負担の見直し等が実施された。
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2000年には、介護保険制度が導入されると同時に、医療保険制度の抜本改革の

第一歩として老人の患者負担に対する定率制の導入等が行われた。そして、

2002年の改革では、被用者保険の自己負担率の引き上げや総報酬制の導入

（2003年 ４ 月施行）、老人医療の対象年齢の段階的引き上げ（2002年10月より ５

年間）等、抜本改革を意識した大掛かりな見直しが行われた。

　本稿で注目するのは、2002年の医療保険制度改革、中でも2003年 ４ 月に施行

された健康保険法改正による医療費の自己負担率の引き上げである。図Ⅲ－ ₁

表Ⅲ− １：2002年までの医療保険制度改革の流れ
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では改正前後で自己負担率がどのグループでどのように変化したかを示す。図

Ⅲ－ ₁からわかるように、健康保険法改正によって負担が重くなるのは ₃歳以

上70歳未満の被用者保険（健康保険組合と政府管掌健康保険）の被保険者とそ

の被扶養者である。被保険者に関しては改正前では外来・入院とも自己負担率

は ₂割であったが、改正後は ₃割に引き上げられた。被扶養者の場合、改正前

は外来 ₃割、入院 ₂割負担であったのが、改正後には一律 ₃割となった。

　なお、医療保険制度については、2002年以降もさらなる見直しが進められて

いる。2003年 ₃ 月には「健康保険法等の一部を改正する法律附則第 ₂条第 ₂項

の規定に基づく基本方針」が閣議決定された。これにより、新たな高齢者医療

制度の創設及び保険者の再編・統合等、医療保険制度体系に関する改革につい

ては2008年度の実現を目指し、それ以外の法律改正を伴う見直しについては概

ね ₂年後を目途に着手していくこととされた。この後、2006年 ₆ 月には、「健

康保険法等の一部を改正する法律」および「良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律」が成立した。これにより、現役

並の所得を有する高齢者の患者負担の見直し（2006年10月施行）、療養病床に

入院する高齢者の食費・居住費の見直し（2006年10月施行）など医療費の適正

化のためのさまざまな施策が次々と実施されるとともに、75歳以上の後期高齢

者医療制度の創設（2008年 ４ 月施行）や保険者の再編・統合のための取組も実

行に移されることとなった。

図Ⅲ− １：健康保険法改正（2003年４月）に伴う自己負担率の変化
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₃ ．使用するデータ

　ここでは、本稿で使用するデータ「中高年パネル調査（暮らしと生活設計に

関する調査）」の概要について説明する。この調査は高齢社会で存在感が増し

ている中高年のライフコースの移り変わりを明らかにするために、（株）ニッ

セイ基礎研究所が1997年から隔年に実施したものである。

　本調査は、1933年（昭和8年）から1947年（昭和22年）生まれの全国に住む

男性を対象としている。1997年の第 ₁回調査では、補表Ⅲ－ ₁のとおり、全国

の地域ブロックの中から調査地点を無作為に抽出し1）、地点内の居住者から条

件に該当する者を探し当てるエリアサンプリング法によって対象者を抽出した

（1997年当時50歳から64歳の男性）。第 ₂回以降の調査については、前回調査

（ ₂年前）の回答者を調査対象としている。訪問配布・訪問回収法により、

1997年の第 ₁回調査では1,502、第 ₂回調査では1,034、第 ₃回調査では910、第

４回調査では814のサンプルを回収した。

　本稿の目的は2003年 ４ 月の健康保険法改正の政策効果を計測することなの

で、その前後である第 ₃回調査（2001年）と第 ４回調査（2003年）を使用する。

分析対象者の年齢範囲は、2001年時点では54歳から68歳まで、2003年には56歳

から70歳までとなる。なお、パネル・データの特性を生かした分析を行うため、

本稿では、第 ₃回、第 ４回ともに回答を得た814サンプルを分析対象とする。

　814サンプルの主な属性は補図Ⅲ－ ₁に示した。平均年齢は63.6歳で、主観

的に「健康」あるいは「どちらかといえば健康」と感じている割合は84.8％を

占める。居住地は政令指定都市が14.7％、10万人以上都市が37.5％、10万人未

満都市が21.9％、町村が25.9％という構成となっている。なお、仕事をしてい

る人は66.3％である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
₁）抽出割合は当時の直近の国勢調査における人口構成に準拠した。
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13大都市 人口10万人
以上の都市

人口10万人
未満の都市 町村（郡部） 合計

北海道ブロック 1.2 1.3 0.7 1.2 4.5
東北ブロック 0.7 2.2 1.8 2.8 7.5
東京ブロック 6.6 2.4 0.6 0.1 9.7

首都圏ブロック 4.4 8.6 2.6 1.8 17.4
関東ブロック 2.0 1.3 2.1 5.4
北陸ブロック 1.6 1.3 1.4 4.4

中京圏ブロック 1.8 3.2 1.8 2.0 8.8
中部ブロック 2.6 1.2 1.7 5.5
大阪ブロック 2.3 4.4 0.7 0.2 7.6

京阪神圏ブロック 2.3 2.2 1.1 1.0 6.4
近畿ブロック 1.2 0.7 1.1 3.0
中国ブロック 0.8 2.4 1.3 1.7 6.1
四国ブロック 1.2 0.8 1.3 3.3

北九州ブロック 1.7 1.3 1.5 1.9 6.3
南九州ブロック 1.5 1.0 1.7 4.3

合　計 21.7 38.1 18.4 21.9 100.0

補表Ⅲ− １：地域別の調査対象者の抽出率

ア）北海道ブロック（北海道全域）
イ）東北ブロック（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）
ウ）東京ブロック（東京都全域）
エ）東京を除く首都圏ブロック（千葉、埼玉、神奈川、茨城、各県の首都圏域）
オ）首都圏以外の関東ブロック（群馬、栃木、山梨、千葉、埼玉、神奈川、茨城、各県の首
都圏域以外）

カ）北陸ブロック（新潟、富山、石川、福井）
キ）中京圏ブロック（愛知、岐阜、三重の中京圏）
ク）中京圏以外の中部ブロック（静岡、長野、愛知、岐阜、三重の中京圏域を除く）
ケ）大阪ブロック（大阪府全域）
コ）大阪を除く京阪神圏ブロック（奈良、京都、兵庫の京阪神圏）
サ）京阪神圏以外の近畿ブロック（滋賀、和歌山、奈良、京都、兵庫の京阪神圏域以外）
シ）中国ブロック（鳥取、島根、岡山、広島、山口）
ス）四国ブロック（徳島、香川、高知、愛媛）
セ）北九州ブロック（福岡、長崎、佐賀、大分）
ソ）南九州ブロック（熊本、宮崎、鹿児島、沖縄）

なお、首都圏、中京圏、京阪神圏は次のように設定した。
ア）首都圏：旧東京都庁を中心とした半径50キロ圏
イ）中京圏：名古屋駅を中心とした半径40キロ圏
ウ）京阪神圏：大阪駅を中心とした半径40キロ圏と京都市全域
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補図Ⅲ− １：回答者の主な属性



（71）

Ⅲ　健康保険制度改正による中高年の意識の変化

４ ．経済面の不安感や満足感

　中高年パネル調査では、毎回、補表Ⅲ－ ₂のような項目に関する不安感や満

足度についてたずねている。不安感は「非常に不安」、「やや不安」、「あまり不

安ではない」、「不安はない」の ４段階スケールで、満足度は「満足している」、

「やや満足している」、「どちらともいえない」、「あまり満足していない」、「全

不安感
「非常に不安」「やや不安」「あまり不安ではない」

「不安はない」の ４段階

満足度
「満足している」「やや満足して
いる」「どちらともいえない」「あ
まり満足していない」「全く満足

していない」の ５段階

ａ 自分の死亡によって家族に負担がかかること
　（自分の死亡）
ｂ 自分が病気や事故にあうこと（病気や事故）
ｃ 家族が病気や事故にあうこと（家族の病気や事故）
ｄ 自分の介護が必要になること（自分の介護）
ｅ 配偶者の介護が必要になること（配偶者の介護）
ｆ 親の介護が必要になること（親の介護）
ｇ 老後の生活が経済的に苦しくなること
　（老後の経済生活）
ｈ 自分または家族が失業すること（失業）
ｉ 住宅などのローン返済で、生活が苦しくなること
　（ローン）
ｊ 十分な資産が蓄えられないこと（資産蓄え）
ｋ 情報化や技術進歩についていけなくなること
　（情報化等）
ｌ 家族のまとまりがなくなったり、対立したりすること
　（家族）
ｍ 友人関係がうまくいかなくなること（友人）

ａ 配偶者との関係
ｂ 子どもとの関係
ｃ 自分の親との関係
ｄ 配偶者の親との関係
ｅ 友人関係
ｆ 近所づきあい
ｇ 現在の収入
ｈ 現在の貯蓄
ｉ 将来への備え
ｊ 住生活
ｋ 余暇生活
ｌ 自分の仕事
ｍ 働いている職場
ｎ 自分の健康
ｏ 家族の健康
ｐ 自分の社会的地位
ｑ 生活全般

補表Ⅲ− ２：不安感、満足度に関する設問内容
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く満足していない」の ５段階スケールで回答を求めている。この中で、特に健

康保険法改正の影響が大きいと考えられる経済面の不安感、満足度（下線部分）

を抽出し、分析していくこととしたい。

　さらに、本調査では、老後の生活を送っていくための経済的な備えが十分だ

と考えるかどうかについてもたずねている。この設問の選択肢は、「十分であ

る」、「まあ十分である」、「やや不十分である」、「不十分である」の ４段階スケ

ールになっている。この設問も、今後の分析対象に含めることとしたい。

　まず、表Ⅲ－ ₂で、「不安」と回答している割合（「非常に不安」、「やや不安」

の計）、老後の備えが「十分」だと考えている割合（「十分である」、「まあ十分

である」の計）、「満足」と回答している割合（「満足している」、「やや満足し

表Ⅲ− ２：コーホート・調査年度別にみた中高年男性の意識
（％）

ｎ 老後の
経済生活
への
不安感

不安あり

老後の
経済的
備えに対
する認識

十分

現在の
収入に対
する
満足度

満足

現在の
貯蓄に対
する
満足度

満足

将来への
備えに対
する
満足度

満足

03年

調査年度

97年
99年
01年

814 74.8 32.8 36.4 20.1 17.1
814 75.3 32.6 37.2 21.0 18.2
814 76.0 34.5 37.1 22.0 18.4
814 78.6 35.6 34.8 21.1 18.8

昭和 8年～ 97年　60-64歳 335 79.6 36.7 34.3 20.3 18.5
 12年生まれ 99年　62-66歳 335 70.7 35.5 39.7 24.2 22.7

01年　64-68歳 335 74.6 36.4 39.1 23.0 20.9
03年　66-70歳 335 80.4 40.3 39.7 24.2 22.1

昭和13年～ 97年　55-59歳 249 76.3 32.9 35.3 20.5 17.3
 17年生まれ 99年　57-61歳 249 71.0 32.1 33.3 17.3 16.9

01年　59-63歳 249 80.9 34.5 35.7 22.9 18.1
03年　61-65歳 249 76.3 37.8 33.3 23.7 20.1

昭和18年～ 97年　50-54歳 230 72.5 27.0 40.4 19.6 14.8
 22年生まれ 99年　52-56歳 230 82.6 28.7 37.8 20.4 13.0

01年　54-58歳 230 76.3 31.7 35.7 19.6 15.2
03年　56-60歳 230 77.6 26.5 29.1 13.9 12.6

注：「不安あり」は「非常に不安」と「やや不安」の回答割合の計。「十分」は「十分である」
と「まあ十分である」の回答割合の計。「満足」は「満足している」と「やや満足して
いる」の回答割合の計。
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ている」の計）をみる。1997年～2003年調査の結果をみると、不安だと回答し

ている割合は ₇～ ₈割、老後の経済的な備えが十分だと考えている割合は ₃割

強である。また、満足している割合をみると、現在の収入が ₃～ ４割、現在の

貯蓄が ₂割強、将来への備えが ₂割弱となっている。

　調査年度・コーホート別の特徴をみると、昭和 ₈年～12年生まれは、老後の

経済的備えに対して「十分」と回答している割合や、現在の収入や将来への備

えに対する満足割合が、他のコーホートに比べてやや高い傾向にある。一方、

昭和18年～22年生まれについては逆の傾向がみられ、特に、現在の収入に対す

る満足度は、1997年から2003年にかけて10ポイント以上低下している。

　なお、こうした調査年度別のクロス集計では、その特徴が時代効果（調査年

度による変化）によるものなのか、加齢効果によるものなのかが峻別できない。

そこで、これらの回答結果をスケールに応じてポイント化し2）、調査年度単位

で、各歳別のポイントをプロットすることによって、加齢、時代それぞれの影

響をみていきたい（図Ⅲ－ ₂）。たとえば、同じ年齢において、新しい調査年

度の不安ポイントが高くなっていれば、時代効果によって不安意識が高まって

いると捉えることができる。一方、いずれの調査年度でも不安ポイントが右上

がりに同じような傾向でプロットされていれば、加齢によって不安意識が高ま

ったと解釈することができる。

　老後の生活に関する不安ポイントは、加齢とともに、若干ではあるが低下傾

向が読みとれる。一方、2003年調査で不安感がやや強まっている年齢が多い。

老後の経済的備えの程度は、加齢とともに僅かながら上昇傾向がみられ、不安

感に関する傾向と整合的である。ただし、2003年調査では66歳を過ぎてから、

十分との認識がやや低下している。満足度については、現在の収入に対する満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
₂）不安感については「非常に不安」が ４点、「やや不安」が ₃点、「あまり不安ではない」
が ₂点、「不安はない」が ₁点。老後の経済的備えについては「十分である」が ４点、「ま
あ十分である」が ₃点、「やや不十分である」が ₂点、「不十分である」が ₁点。満足度に
ついては「満足している」が ５点、「やや満足している」が ４点、「どちらともいえない」
が ₃点、「あまり満足していない」が ₂点、「全く満足していない」が ₁点。
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足ポイントが加齢とともに僅かながら低下する傾向にある。一方、現在の貯蓄

や将来への備えに対する満足ポイントについては、加齢とともにやや上昇して

いる。

図Ⅲ− ２：調査年度・年齢別にみた中高年男性の意識
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５ ．推定方法と変数

　この章では、政策効果を推測するのによく採用されるDifference-in-Difference

（DID）推定法について述べる。この推定方法は本稿のような自然実験（Natural 

Experiment）の分析には適している。 ₁つ目の階差は、健康保険法改正によ

って自己負担率が ₂割から ₃割に上昇した被用者保険加入者とその被扶養者か

ら成るTreatment groupの変化を示す。しかし、この差は制度変更による純粋

な政策効果を示さない。この差の中には政策効果だけでなく、サンプル全体に

共通する効果（景気変動など）も含まれる。そこで、純粋な政策効果を抽出す

るには ₂つ目の階差を考慮する必要がある。すなわち、法改正の対象外である

国民健康保険加入者グループ（Control group）の改正前後での変化をコント

ロールする必要がある。そうすることによって純粋な制度変更の効果を計測す

ることが可能となる。

　しかし、DID推定法にも推計上の限界はある。 ₁つ目の問題は、制度変更

の内生性である。特に、健康保険法改正が成立してから実際に施行されるまで

は期間がある3）。そうすると法改正が成立した時点で調査対象者が消費行動を

変えたという可能性も考えられる。例えば、法改正施行前に駆け込みで緊急を

要するほどでもない疾病で受診した調査対象者がいる場合には、受診回数に対

する自己負担率の弾性値を過大評価してしまうことになる。

　 ₂つ目の問題としては、Treatment groupとControl groupが同質であると仮

定しているが、実際に両グループが同質とは限らない。両グループが同質であ

るには、仮に法改正がなかった場合の被用者保険加入者とその被扶養者の変化

が、法改正の対象外である国民健康保険加入者の変化と等しくなければいけな

い。そうでなければ、計測された効果は制度変更によるものだけでなく、グル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
₃）2003年４月施行の健康保険法改正は、2002年3月に法案が国会に提出され、2002年７月
に成立した。
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ープ間の特性の違いによるものも含めてしまうため、推定値にバイアスがかか

ることになる。

　このような限界があるものの、本稿では純粋な制度変更の効果を計測できる

という利点を重視し、DID推定法を採用する。DID推定法から、例えば支出

に対する政策効果は次のように計測する。

　Δ = EΔYHH－EΔYNN

　右辺の第 ₁項目は法改正によって自己負担率が ₂割から ₃割に上昇した被用

者保険加入者とその被扶養者のグループの期待支出変化を示し、第 ₂項目が法

改正でも自己負担率に変化がない国民健康保険加入者のグループの期待支出変

化を示す。この差Δは次のように要素分解される。

　Δ=（EΔYHH－EΔYNH）+（EΔYNH－EΔYNN）

　EΔYNHは、仮に法改正がなかった場合の被用者保険加入者とその被扶養者

グループの期待消費支出変化を示す。よって、右辺の第 ₁括弧（EΔYHH－

EΔYNH）は被用者保険加入者・被扶養者の法改正による実際の期待消費支出

変化から仮に法改正が実施されなかった場合の彼らの期待支出変化を差し引い

たものであり、法改正以外の要因を制御したうえでの純粋な法改正の効果を示

す。この項が本来計測したい政策効果を示す。Difference-in-Difference推定値

に一致性があるためには、右辺の第 ₂括弧はゼロでなければいけない。すなわ

ち、仮に法改正がなかった場合の被用者保険加入者・被扶養者の期待消費支出

変化が、法改正の対象外である国民健康保険加入者の期待消費支出変化が等し

くなければいけない。言い換えれば、両グループは同質でなければいけない。

　個別の異質性を考慮するために変動効果モデル（Random Effect Model）推

定方法を用いる。ここでは、個別の異質性が全体に共通する定数項プラス個別
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で平均値ゼロである誤差項を示す確率変数とする。なお、個別の異質性が確率

変数ではなく、少なくとも他の説明変数の ₁つと相関性があるような固有な要

素であるなら、固定効果モデル（Fixed Effect Model）のほうが推定には妥当

である。

　政策変数以外の説明変数は、加入者本人と配偶者の年齢と年齢の ₂乗、本人

配偶者の月平均所得（勤務収入及び事業収入、財産収入、公的年金、企業年金、

個人年金の合計）、調査年度のダミー変数とする4）。

　政策変数を作成する上で、健康保険の適用区分を定義するために、就業形態

を次のように区分する。正規雇用者と正規雇用者の所定労働時間（月別・週別）

の ４分の ₃以上働いている非正規雇用者はフルタイム雇用者とする。それ以外

の短時間雇用者をパートタイム雇用者とする。その他の就業形態として自営業

者と無業を加える。フルタイム雇用者は被用者保険に加入するので、2003年 ４

月の健康保険法改正によって自己負担率が上昇する。パートタイム雇用者とそ

の他の就業形態については、原則として国民健康保険に加入する。ただし、配

偶者が被用者保険に加入しており、本人の年間所得が130万円未満の場合には、

被用者保険の被扶養者として法改正の影響を受けることとなる。

　健康保険法改正による効果を示す政策変数は、本人または配偶者が被用者保

険適用者であるか国民健康保険適用者であるかを示すダミー変数と法改正前後

を示す年別ダミー変数の交差項で表される。

　法改正による医療費の自己負担増は特に中高年の経済生活に対して不安感を

助長し、満足度を低下させている可能性がある。そこで、第 ４節で概観した不

安感、老後の経済的備えに対する認識、満足度をスケールに応じてポイント化

した数値を被説明変数とした変動効果モデルによって、政策の影響を検証する

こととしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４）中高年パネル調査では、本人及び配偶者の健康状態について、主観的に健康と感じるか
をたずねている。しかし、本分析においては、主観的な意識を被説明変数としていること
を考慮し、説明変数からは主観的な変数を除外して推定することとした。
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６．推定結果

　この節では、健康保険法改正が中高年の不安感や満足度に影響を与えたかどう

かを、変動効果モデルから推定した結果を報告する。

　表Ⅲ－ ₃によると、どの推定でも政策変数の有意性は低い結果となった。し

たがって、2003年 ４ 月施行の健康保険法改正による医療費負担増は中高年の意

識に影響を与えなかったことがわかった。理由としては、まずサンプルの中高

年が比較的に高い所得層にあるが故に、健康保険法改正による ₂割から ₃割負

担増ぐらいでは経済的な不安感や満足度は変化しなかったことが考えられる。

₂点目としては、DID推定法では、Control groupとTreatment groupは健康保

険法改正による影響以外は同質であるという仮定を置いている。しかしなが

ら、実際にはTreatment groupである被用者保険加入者とControl groupである

国民健康保険加入者とでは保険制度以外で同質であるとは言い難い。よって、

推定によるバイアスがある可能性が残る。また、その他に政策変数の内生性の

問題を孕んでいる可能性もある。

　その他の変数の結果をみる。表Ⅲ－ ₃によると、不安感や満足度について

は、どの推定でも本人と妻の所得は有意な結果となった。本人と妻の所得が増

加するにつれて「老後の経済生活に対する不安感」は有意に低下する。反対に、

「将来の備えに対する満足感」は高まる。また、収入や貯蓄に対する満足感も

所得が増加するにつれて上昇することがわかった。これらの推定結果は予想通

りである。

　また、本人と妻の所得は「老後の経済的備えに対する認識」に対しても有意

にプラスであった。所得が高い人ほど老後の経済的備えに対しての意識が高い

と解釈できるが、逆に、将来に対しての備えに敏感な人ほどよく働き所得が高

くなるとも考えられる。よって、ここでも所得の内生性の問題があると思われ

る。
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₇ ．結　語

　本稿では、2003年 ４ 月に施行された健康保険法改正による医療費の自己負担

増が中高年の意識に対してどのような影響を与えたかを（株）ニッセイ基礎研

究所の「中高年パネル調査」から検証した。

　結果として、法改正が中高年男性の意識に与えた影響はそれほど明確ではな

表Ⅲ− 3：中高年男性の意識に対する健康保険法改正の効果

被説明変数

標準偏差 標準偏差
夫年齢 －0.174 0.242 0.080 0.293

夫年齢の2乗項 0.153 0.193 －0.081 0.234
夫の所得 －0.003 ** 0.001 0.003 ** 0.001
妻の年齢 －0.024 0.147 0.221 0.183

妻の年齢の2乗項 －0.013 0.133 －0.140 0.151
妻の所得 －0.010 *** 0.003 0.011 *** 0.003
03年ダミー －0.087 0.073 0.020 0.071
政策変数 －0.018 0.086 0.008 0.092
定数項 9.956 6.881 －8.208 7.335
推定方法 random－effects OLS random－effects OLS
観察数 569 572

サンプル数 438 439
within 0.0011 0.011
between 0.078 0.085
overall 0.0706 0.085

被説明変数

標準偏差 標準偏差 標準偏差
夫年齢 －0.437 0.402 0.181 0.398 －0.123 0.377

夫年齢の2乗項 0.355 0.321 －0.143 0.317 0.101 0.301
夫の所得 0.010 *** 0.002 0.006 *** 0.002 0.006 *** 0.002
妻の年齢 0.362 0.252 0.138 0.246 0.278 0.237

妻の年齢の2乗項 －0.288 0.209 －0.090 0.204 －0.205 0.196
妻の所得 0.011 *** 0.004 0.010 ** 0.004 0.013 *** 0.004
03年ダミー －0.024 0.095 0.090 0.098 0.120 0.089
政策変数 0.065 0.124 －0.132 0.126 －0.118 0.116
定数項 4.479 10.012 －8.737 9.973 －3.576 9.383
推定方法 random－effects OLS random－effects OLS random－effects OLS
観察数 571 572 572

サンプル数 438 439 439
within 0.009 0.001 0.019
between 0.116 0.071 0.082
overall 0.103 0.059 0.069

現在の貯蓄に対する
満足度

将来の備えに対する
満足度

係数

係数 係数

老後の経済的備えに
対する認識

係数

係数

老後の経済生活への
不安感

現在の収入に対する
満足度

注：*** ₁ ％水準で有意、** ５ ％水準で有意、*10％水準で有意
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く、統計上有意な結果は得られなかった。一方、第 ５回中高年パネル調査

（2005年）で、第 ４回までの回答者814サンプルのうち742サンプルに対して

2002年の医療保険制度改革についてたずねたところ5）、92.0％が「（こうした出

来事があったことを）知っている」と回答し、そのうち58.3％が「（自身にと

って）影響が大きい」と回答している。本稿の分析の結果とこの第 ５回調査の

結果の関係をどのように解釈すればよいのだろうか。

　調査一時点における医療保険制度改革に対する回答内容よりも、パネル・デ

ータにおける不安感や満足度をDID推定法によって計測した結果の方が、自

然実験により近い形で意識の変化を分析できたという面で、信頼性の高い結果

だという見方もできる。従来、日本においては一断面の調査結果が専ら注目さ

れてきたなかで、DID推定法によって意識の変化を計測した意義はあると考

えられる。

　一方、法改正が中高年男性の意識に与えた影響が有意でなかったという結果

に対しては、慎重な解釈が求められる。法改正をはじめとする政策の変更が、

人々の意識にどのような影響を及ぼすかについて、特に国内で十分な研究が蓄

積されているとはいえない。また、意識という質的変数を数量的に処理するこ

とによる限界も否めない。さらに、統計的に有意な結果が出なかった理由の一

つとしては、改革後のデータとして使用した2003年調査は、改正法施行の2003

年 ４ 月のすぐ後（12月）に調査・回収されたものなので、改革の影響がデータ

に表れるほど、中高年男性の意識に浸透していなかったという可能性が考えら

れる。

　今後の研究課題として、次回の調査（2005年）を使って法改正のより長期的

な効果を検証し、政策変更が中高年男性の意識に与える影響に関する研究を蓄

積していきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５）この設問は2005年調査で初めて設けられた。
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